
 第  号議案 

  品川区特別区税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成  年  月  日 

                   品川区長  濱  野   健   

   品川区特別区税条例の一部を改正する条例 

 品川区特別区税条例（昭和３９年品川区条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

 付則第６条の次に次の１条を加える。 

 （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第６条の２ 区長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前

条第３項、第５項および第７項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３

０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 区長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第４０条

第２項に規定する納期限（納期限の延長があつたときは、その延長された納

期限）後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通

大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に

当該申請に必要な情報を直接または間接に提供した者の偽りその他不正の

手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土

交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものである
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ときは、当該申請をした者またはその一般承継人を賦課期日現在における当

該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関す

る規定（第４３条および第４４条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項

の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

４ 第２項の規定の適用がある場合における第８条の規定の適用については、

同条中「納期限(」とあるのは、「納期限（付則第６条の２第２項の規定の適

用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽

自動車税の納期限とし、当該」とする。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 改正後の付則第６条の２の規定は、平成２９年度以後の年度分の軽自

動車税について適用し、平成２８年度分までの軽自動車税については、なお

従前の例による。 

２ 区長は、納付すべき軽自動車税（平成２８年度以前の年度分のものに限る。）

の額について不足額があることを品川区特別区税条例第４０条第２項に規

定する納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後に

おいて知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪

以上の軽自動車の所有者以外の者（以下「第三者」という。）にあるときは、



地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１３条第１項の規定による告知を

する前に、当該第三者（当該第三者と地方税法及び航空機燃料譲与税法の一

部を改正する法律（平成２９年法律第２号）附則第１８条第２項に規定する

特別の関係のある者を含む。以下同じ。）に対し、当該不足額に係る軽自動

車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会

を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在に

おける当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車

税に関する規定（同条例第４３条および第４４条の規定を除く。）を適用す

る。 

３ 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができな

い。 

 （説明）地方税法が改正されたことに伴い、自動車製作者等の不正行為によ

り軽自動車税の納付不足額が発生した場合における賦課徴収の特例を定め

る必要がある。 
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第1回臨時会　平成29年5月26日　午後1時開議

議事日程（1）

第１

議
長
進
行

副区長説明

第１ 第38号議案

第２ 議長の辞職許可について（大沢議長　除斥あり）

第３

第４

第５

第６ 第39号議案　監査委員の選任同意について（渡辺裕一議員　除斥あり）

第７ 第40号議案　監査委員の選任同意について（大倉たかひろ議員　除斥あり）

第２ 常任委員の選任について

第３

第１ 行財政改革特別委員会設置に関する動議

第２

第３

第４

第５ 議会閉会中継続審査調査事項

本会議運営（案）

議事日程（1）

終了予定４：１５

会期の決定について（本日１日）

追加議事日程

総務委員会
付託

議長選挙
　※開票立会人　自・未、公明筆頭副幹事長　　本多健信議員、塚本よしひろ議員
　※新議長あいさつ

副議長選挙
※開票立会人　自・未、公明筆頭副幹事長　　本多健信議員、塚本よしひろ議員

　 ※新副議長あいさつ

副
議
長
進
行

品川区特別区税条例の一部を改正する条例
　　①委員会審査のため本会議休憩
　　②総務委員会を開会
　　③議会運営委員会開会
　　④本会議を再開し、委員長報告・採決

議
長
進
行

議席の変更

請願・陳情の付託　請願９件（行９）、陳情２件（行２）
≪本会議休憩≫

　　①常任・議運・特別委員会を開会
　　②正副委員長互選
　≪本会議再開≫
　　③互選結果報告

新
議
長

進
行 議会運営委員の選任について

追加議事日程（2）

オリンピック・パラリンピック推進特別委員会設置に関する動議
２件一括議題

新
議
長
進
行

特別委員の選任について

簡易

簡易・起立

簡易・起立
区長説明

新
議
長
進
行

簡易

 ※前議長あいさつ

副議長の辞職許可について（浅野副議長　除斥あり） 簡易
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議 事 日 程（１）

第１回臨時会  平成２９年５月２６日  午後１時開議

第１  会期の決定について

第２  常任委員の選任について

第３  議会運営委員の選任について
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追 加 議 事 日 程

第１回臨時会   平 成 ２９年５ 月２６日

第 １  第３８号議案  品川区特別区税条例の一部を改正する条例

第 ２  議長の辞職許可について

第 ３  議長選挙

第 ４  副議長の辞職許可について

第 ５  副議長選挙

第 ６  第３９号議案  監査委員の選任同意について

第 ７  第４０号議案  監査委員の選任同意について
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追 加 議 事 日 程（２）

第１回臨時会   平 成 ２９年５ 月２６日

第 １  行財政改革特別委員会設置に関する動議

第 ２  オリンピック・パラリンピック推進特別委員会設置に関する動議

第 ３  特別委員の選任について

第 ４  請願・陳情の付託

第 ５  議会閉会中継続審査調査事項
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 第  号議案

監査委員の選任同意について

上記の議案を提出する。

  平成  年  月  日

                 品川区長  濱  野    健

 監査委員の選任同意について

地方自治法第１９６条第１項の規定により区議会議員から下記の者を

監査委員に選任いたしたいので同意を求めます。

記

渡 邉 裕 一
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 第  号議案

監査委員の選任同意について

上記の議案を提出する。

  平成  年  月  日

                 品川区長  濱  野    健

 監査委員の選任同意について

地方自治法第１９６条第１項の規定により区議会議員から下記の者を

監査委員に選任いたしたいので同意を求めます。

記

大 倉 考 裕
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常 任 委 員 名 簿 

  総 務 委 員   （８名） 

        伊 藤 昌 宏  君 

        高 橋 伸 明  君

        松 澤 利 行  君 

        あくつ 広 王  君 

        飯 沼 雅 子  君 

        石 田 しんご  君 

        須 貝 行 宏  君 

        吉 田 ゆみこ  君 

  区 民 委 員   （８名） 

        本 多 健 信  君 

        渡 辺 裕 一  君 

        塚本 よしひろ  君 

        中 塚   亮  君 

        あ べ 祐美子  君 

        木 村 けんご  君 

        藤 原 正 則  君 

        田 中 さやか  君 

  厚 生 委 員   （８名） 

        石 田 秀 男  君

        沢 田 洋 和  君 

        鈴 木 真 澄  君 

        浅野 ひろゆき  君 

        若 林 ひろき  君 

        石 田 ちひろ  君 

        鈴 木 ひろ子  君

        大倉 たかひろ  君 

  建 設 委 員   （８名） 

        大 沢 真 一  君 

        横 山 由香理  君 

        たけうち  忍  君 

        新 妻 さえ子  君

        安 藤 たい作  君 

        いながわ 貴之  君 

        筒井 ようすけ  君 

        西 本 貴 子  君 

  文 教 委 員   （８名） 

        鈴 木   博  君 

        渡 部   茂  君 

        こんの 孝 子  君 

        つ る 伸一郎  君 

        のだて 稔 史  君 

        南   恵 子  君 

        松永 よしひろ  君 

        高 橋 しんじ  君 
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議 会 運 営 委 員 名 簿

（１３名）

石 田 秀 男   君

伊 藤 昌 宏   君

本 多 健 信   君

横 山 由香理   君

渡 部   茂   君

たけうち  忍   君

塚本 よしひろ   君

              若 林 ひろき   君

飯 沼 雅 子   君

              南   恵 子   君

石 田 しんご   君

              松永 よしひろ   君

須 貝 行 宏   君
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行財政改革特別委員会設置に関する動議

上記の動議を提出する。

平成２９年５月２６日 

                    提 出 者 

                     鈴 木 真 澄   たけうち  忍 

                     飯 沼 雅 子   伊 藤 昌 宏 

                     石 田 秀 男   渡 部   茂 

                     沢 田 洋 和   あくつ 広 王 

   つ る 伸一郎   中 塚   亮 

   あ べ 祐美子   大倉 たかひろ 

   須 貝 行 宏 

品川区議会議長  様

行財政改革特別委員会設置に関する動議

下記要綱により行財政改革特別委員会を設置されたい。

記

行財政改革特別委員会設置要綱

１ 名 称   行財政改革特別委員会

２ 設置の根拠   地方自治法第１０９条第１項および品川区議会委員会条例第５条

第１項による。

３ 調 査 事 項     基礎自治体のあり方に関すること 

 区有施設・公有地等活用に関すること 

 羽田空港の機能強化に関すること 

４ 組 織   委員は１３名とし、このうち委員長１名および副委員長１名を置く。
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オリンピック・パラリンピック推進特別委員会設置に関する動議

上記の動議を提出する。

平成２９年５月２６日 

                    提 出 者 

                     鈴 木 真 澄   たけうち  忍 

                     飯 沼 雅 子   伊 藤 昌 宏 

                     石 田 秀 男   渡 部   茂 

                     沢 田 洋 和   あくつ 広 王 

   つ る 伸一郎   中 塚   亮 

   あ べ 祐美子   大倉 たかひろ 

   須 貝 行 宏 

品川区議会議長  様

オリンピック・パラリンピック推進特別委員会設置に関する動議

下記要綱によりオリンピック・パラリンピック推進特別委員会を設置されたい。

記

オリンピック・パラリンピック推進特別委員会設置要綱

１ 名 称   オリンピック・パラリンピック推進特別委員会

２ 設置の根拠   地方自治法第１０９条第１項および品川区議会委員会条例第５条

第１項による。

３ 調 査 事 項     オリンピック・パラリンピックの推進に関すること 

 障害者スポーツの推進に関すること 

 文化プログラムの推進に関すること 

 オリンピック・パラリンピック教育に関すること 

４ 組 織   委員は１３名とし、このうち委員長１名および副委員長１名を置く。
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特 別 委 員 名 簿 

行 財 政 改 革 特 別 委 員 （１３名）

        大 沢 真 一  君 

        高 橋 伸 明  君 

        横 山 由香理  君 

        渡 部   茂  君 

あくつ 広 王  君 

        塚本 よしひろ  君 

        若 林 ひろき  君 

安 藤 たい作  君 

        石 田 ちひろ  君 

        鈴 木 ひろ子  君 

大倉 たかひろ  君 

        松永 よしひろ  君 

筒井 ようすけ  君

オリンピック・パラリンピック推進特別委員 （１３名）

        石 田 秀 男  君 

        伊 藤 昌 宏  君 

        鈴 木 真 澄  君 

        本 多 健 信  君 

たけうち  忍  君 

        つ る 伸一郎  君 

        新 妻 さえ子  君 

中 塚   亮  君 

        のだて 稔 史  君 

いながわ 貴之  君 

        木 村 けんご  君 

藤 原 正 則  君 

吉 田 ゆみこ  君

資料№13



本 会 議 休 憩 中 の 委 員 会 開 催 に つ い て

１ 常任委員会招集場所（本会議休憩後ただちに開催）

   総 務 委 員 会              ５ 階 第 ５ 委 員 会 室

   区 民 委 員 会              ５ 階 第 ３ 委 員 会 室

   厚 生 委 員 会              ６ 階 第 １ 委 員 会 室

   建 設 委 員 会              ６ 階 第 ２ 委 員 会 室

   文 教 委 員 会              ５ 階 第 ４ 委 員 会 室

２ 議会運営委員会招集場所（常任委員会終了後ただちに開催）

                        ５ 階 第 ４ 委 員 会 室

３ 特別委員会招集場所（議会運営委員会終了後ただちに開催）

   行 財 政 改 革 特 別 委 員 会        ５ 階 第 ５ 委 員 会 室

オリンピック・パラリンピック推進特別委員会        ６ 階 第 １ 委 員 会 室

４ 特別委員会終了後ただちに本会議を再開

 ※ 正副互選のための委員会開催の放送は、その度に入りますので、それまで

待機願います。
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請 願 ･陳 情 継 続 審 査 件 名 表  （平成２９年第１回臨時会）

◎ 特 別 委 員 会

○ 行財政改革特別委員会

１ 平成２７年請願第１４号 羽田空港の増便計画による品川･八潮上空の飛行中止を

求める請願 

２ 平成２７年請願第１５号 大型旅客機が品川区上空を飛行することに反対するよ

う求める請願 

３ 平成２７年請願第１６号 大気汚染と環境破壊を進める大型旅客機が品川区上空

を飛行することに反対する請願 

４ 平成２７年請願第１９号 羽田空港の増便により大型旅客機が品川区上空を飛行

するルート案の撤回を求める請願 

５ 平成２７年請願第２０号 羽田空港増便にともなう品川区上空への新飛行ルート

設定に反対する請願 

６ 平成２８年請願第７号 羽田空港増便計画による「航空機の都心飛行、品川上空

の低空飛行ルート計画」を強行しないよう求める請願 

７ 平成２８年請願第８号 住民の理解が得られない中、平成２９年度予算概算要求

に、新ルート費用を入れないよう品川区として政府に求

める請願 

８ 平成２８年請願第１８号 国交省の羽田空港増便計画による「航空機の都心飛行、

品川低空飛行ルート計画」の白紙撤回を求める請願 

９ 平成２９年請願第４号 羽田空港機能強化による品川区低空への新飛行ルート

について、品川区、都が独自に説明会を開くことに関す

る請願 

10 平成２８年陳情第１１号 国土交通省の首都圏空港機能強化による羽田空港増便

の環境と住民の健康への影響について、品川区、東京都

と国土交通省が調査・検証することを求める陳情 

11 平成２８年陳情第１２号 住民の不安を受け止めて環境影響評価の実施を求める

陳情
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特別委員会特定事件継続調査事項表（平成２９年第１回臨時会）

 ○ 行財政改革特別委員会

  １ 基礎自治体のあり方に関すること

  ２ 区有施設・公有地等活用に関すること

  ３ 羽田空港の機能強化に関すること

 ○ オリンピック・パラリンピック推進特別委員会

  １ オリンピック・パラリンピックの推進に関すること

  ２ 障害者スポーツの推進に関すること

  ３ 文化プログラムの推進に関すること

  ４ オリンピック・パラリンピック教育に関すること
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投 票 用 紙 の 記 入 例（議長・副議長選挙用）

【氏または名のみ記載】 【被選挙人の氏名を記入】 【氏または名のみ記載】 【被選挙人の氏名を記入】

×または○ ○ ×または○ ○

議 長 選 挙 用 議 長 選 挙 用 副 議 長 選 挙 用 副 議 長 選 挙 用

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

被 選 挙 人 被 選 挙 人 被 選 挙 人 被 選 挙 人

品

川

品

川

太

郎

大

井

大

井

町

男

※ ×は、他に同一の氏・名の被選挙人がいる場合（白票も×）  ※ ×は、他に同一の氏・名の被選挙人がいる場合（白票も×）

※ ○は、他に同一の氏・名の被選挙人がいない場合       ※ ○は、他に同一の氏・名の被選挙人がいない場合
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投 票 用 紙 の 記 入 例（委員長・副委員長選挙用）

【氏または名のみ記載】 【被選挙人の氏名を記入】 【氏または名のみ記載】 【被選挙人の氏名を記入】

×または○ ○ ×または○ ○

委員長選挙用 委員長選挙用 副委員長選挙用 副委員長選挙用

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

品 川 区 議 会

投 票 用 紙

被 選 挙 人 被 選 挙 人 被 選 挙 人 被 選 挙 人

大

崎

大

崎

一

郎

荏

原

荏

原

花

子

（常 任 委 員 会） （常 任 委 員 会） （常 任 委 員 会） （常 任 委 員 会）

※ ×は、他に同一の氏・名の被選挙人がいる場合（白票も×）  ※ ×は、他に同一の氏・名の被選挙人がいる場合（白票も×）

※ ○は、他に同一の氏・名の被選挙人がいない場合       ※ ○は、他に同一の氏・名の被選挙人がいない場合
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